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○ 労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の適正な運営に資するための指針案の主な修正点について 

 

新 旧 

第一 趣旨 

 （略） 

第二 組合の性質 

組合は、組合員が出資すること、各組合員の意見が

反映され事業が行われること及び組合員が自ら組合

の行う事業に従事することを基本原理とする組織で

あって、剰余金の配当について、組合員が組合の事業

に従事した程度に応じて行うことができるものとさ

れ、出資額に応じた配当を認めない非営利の法人であ

り、地域における多様な需要に応じた事業を通じて地

域社会に貢献し地域社会の課題を解決することで、持

続可能な地域社会の実現を目指すものであること。 

地域社会の課題の解決のためには、特定非営利活動

促進法（平成十年法律第七号）に規定する特定非営利

活動法人、中小企業団体の組織に関する法律（昭和三

十二年法律第百八十五号）第三条第一項第六号に掲げ

る企業組合等の組合以外の法人形態で活動すること

も考えられ、組合は、これらの既存の法人制度と共存

するものであり、地域社会の課題の解決のために活動

を行おうとする者の選択肢を広げ、こうした活動を一

第１ 趣旨 

 （略） 

第２ 組合の性質 

組合は、組合員が出資すること、各組合員の意見が

反映され事業が行われること及び組合員が自ら組合

の事業に従事することを基本原理とする組織であっ

て、剰余金の配当について、組合員が組合の事業に従

事した程度に応じて行うことができるものとされ、出

資額に応じた配当を認めない非営利の法人であり、地

域における多様な需要に応じた事業を通じて地域社

会に貢献し地域社会の課題を解決することで、持続可

能な地域社会の実現を目指すものである。 

地域社会の課題の解決のためには、特定非営利活動

促進法（平成 10 年法律第７号）に規定する特定非営

利活動法人、中小企業団体の組織に関する法律（昭和

32 年法律第 185 号）第３条第１項第６号に掲げる企

業組合等の組合以外の法人形態で活動することも考

えられ、組合は、これらの既存の法人制度と共存する

ものであり、活動を行おうとする者の選択肢を広げる

ことにより地域社会の課題の解決に取り組む活動を

○ 文章の適正化 
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層促進する意義があるものであること。 

第三 組合に関する事項 

一 基本原理 

組合は、組合員が出資すること、各組合員の意見

が反映され事業が行われること及び組合員が自ら

組合の行う事業に従事することという基本原理に

従い、事業を行わなければならないこと。 

なお、組合員自らが他の組合員とともに意見を出

し合いながら就労の場を創るという組合の性格に

鑑み、各組合員が意見を出すことができる仕組みを

設けており、また、組合の事業に必要な財産的基礎

についても組合員自らによって確保されるべきと

の考えにより、組合員に出資を義務付けているもの

であること。 

二 事業に関する事項 

（一） 組合が行うことができない事業等 

組合は、法第七条第二項及び労働者協同組合法

施行令（令和四年政令第   号）第一条の規定

に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年

法律第八十八号）第二条第三号に掲げる労働者派

遣事業（以下単に「労働者派遣事業」という。）

を行うことができないこととされている趣旨は、

一層促進する意義があるものである。 

第３ 組合に関する事項 

１ 基本原理  

組合は、組合員が出資すること、各組合員の意見

が反映され事業が行われること及び組合員が自ら

組合の事業に従事することという基本原理に従い、

事業を行われなければならないこと。 

なお、組合は、組合員自らが他の組合員とともに

意見を出し合いながら就労の場を創るものである

ため、各組合員が意見を出すことができる仕組みを

設けており、また、組合の事業に必要な財産的基礎

についても組合員自らによって確保されるべきと

の考えにより、組合員に出資を義務付けているもの

であること。 

２ 事業に関する事項 

⑴ 組合が行うことができない事業等 

法第７条第２項の規定に基づき組合は労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和 60年法律第 88号）第

２条第３号に掲げる労働者派遣事業（以下単に

「労働者派遣事業」という。）を行うことができ

ないが、これは、組合員が出資し、それぞれの意

見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが

○ 政令案においても

組合が行うことがで

きない事業を規定す

ることとしているた

め、追記したもの 

○ その他文章の適正

化 

○ 文章の適正化 
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組合員が出資し、組合員それぞれの意見を反映し

て組合の事業が行われ、組合員自らが組合の行う

事業に従事するという法第三条第一項の組合の

基本原理と相反するためであること。 

また、労働者派遣業を行う者を子会社にするこ

とは、法第三条第一項及び第七条第二項の規定の

趣旨に反する脱法的な運用であり、厳に避けるべ

きものであること。 

なお、組合が行おうとする事業が行政庁の認可

等を必要とするものである場合には、当該事業を

行うに当たっては当該認可等を受けることが必 

要であることに留意すること。 

（二） 組合員による組合の行う事業への従事 

組合は、組合の基本原理を踏まえると、本来、

全ての組合員が組合の行う事業に従事すること

が適当であること。ただし、これが難しい場合に

あっては、次に掲げる事項に留意すること。 

イ 法第八条第一項の規定により、総組合員の五

分の四以上の数の組合員が組合の行う事業に

従事することが義務付けられていること。ま

た、総組合員の五分の一以下の数の組合員が組

合の行う事業に従事しないことが許容されて

いる趣旨は、育児や介護等の家庭等の事情によ

組合の事業に従事するという法第３条第１項の

組合の基本原理と相反するためである。 

 

 

また、労働者派遣業を行う者を子会社にするこ

とは、法第３条第１項及び第７条第２項の規定の

趣旨に反する脱法的な運用であり、厳に避けるべ

きものであること。 

なお、組合が行おうとする事業が行政庁の認可

等を必要とするものである場合には、当該事業を

行うに当たっては当該認可等を受けることが必

要であることに留意すること。 

⑵ 組合員による組合の事業への従事 

組合は、組合の基本原理を踏まえると、本来で

あれば、全ての組合員が組合の行う事業に従事す

ることが適当である。ただし、これが難しい場合

であっても、以下の点に留意すること。 

① 総組合員の５分の４以上の組合員が組合の

事業に従事すること 

法第８条第１項の規定により、総組合員の５

分の１以下の数の組合員が組合の事業に従事

しないことが許容されているが、この規定の趣

旨は、育児や介護等の家庭等の事情により一時

○ 文章の適正化 

○ 法第８条第１項

の規定に合わせる

こととしたもの 

○ その他文章の適

正化 
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り一時的に組合の行う事業に従事できない組

合員が引き続き組合員の資格を継続すること

を認めることにあること。 

ロ 法第八条第二項の規定により、組合の行う事

業に従事する者の四分の三以上が組合員であ

ることが義務付けられていること。また、組合

の行う事業に従事する者の四分の一以下が組

合員以外であることが許容されている趣旨は、

業務の繁忙期における人手不足に対応するた

め一時的に組合員以外の者が組合の行う事業

に従事すること、出資金を分割して払い込む者

が当該払込みの完了までの間、組合の行う事業

に従事すること等を認めることにより、組合の

事業活動に柔軟性を持たせることにあること。

なお、組合は、事業を行うに当たり組合員の意

見が適切に反映されることを基本原理とする

組織であり、臨時的に組合の行う事業に従事す

る者について、組合員の資格を与えないまま、

永続的に事業に従事させることは想定されて

いないこと。 

（三） 公正な競争 

（略） 

第四 組合員に関する事項 

的に組合の事業に従事できない組合員が引き

続き組合員の資格を継続することを認めるこ

とにあること。 

② 組合の事業に従事する者の４分の３以上が

組合員であること 

法第８条第２項の規定により、組合の事業に

従事する者の４分の１以下が組合員以外のも

のであることが許容されているが、この規定の

趣旨は、業務の繁忙期における人手不足に対応

するため一時的に組合員以外の者が事業に従

事することや、出資金を分割して払い込んでい

る者が払込みの完了までの間も組合の事業に

従事することを認めることなどにより、組合の

事業活動に柔軟性を持たせることにあること。 

なお、組合は、事業を行うに当たり組合員の

意見が適切に反映されることを基本原理とす

る組織であり、臨時的に組合の事業に従事する

者に対しては組合員の資格を与えず、永続的に

事業に従事させることは想定していないこと。 

 

⑶ 公正な競争 

   （略） 

第４ 組合員に関する事項 

○ 法第８条第２項

の規定に合わせる

こととしたもの 

○ その他文章の適

正化 
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一 組合員の性質 

法第一条に規定する「組合員自らが事業に従事

する」の趣旨は、組合員が事業者であることを意味

するものではなく、組合が事業者であり、個々の組

合員は組合と労働契約を締結して組合の事業に従

事する者であることに留意すること。 

 

二 組合への加入 

組合への加入の自由は重要な協同組合の原則の

一つであり、法第十二条第一項において、組合員た

る資格を有する者が組合に加入しようとするとき

は、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒

んではならないこととされていること。組合は、当

該正当な理由の判断に当たっては、加入の自由が

不当に害されることのないように留意すること。 

法第十二条第一項の正当な理由としては、例え

ば、加入しようとする者側の理由として、加入しよ

うとする者が法第十五条第二項各号に掲げる除名

事由に該当する行為を現にしている、当該行為を

することが客観的にみて明らかであること、加入

しようとする者が加入の申込前に外部から組合の

活動を妨害していた者であること等が考えられる

こと。また、組合側の理由として、組合員の数が組

１ 組合員の性質 

   法第１条の規定に「組合員自らが事業に従事す

る」とあるが、これは、組合員が事業者であること

を意味するものではなく、組合が事業者であり、

個々の組合員は組合と労働契約を結んで組合の事

業に従事する者であるという趣旨であることに留

意すること 

２ 組合への加入 

組合への加入の自由は重要な協同組合原則の一

つであり、法第 12条において、組合員たる資格を

有する者が組合に加入しようとするときは、組合

は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではな

らないとしている。組合は、この正当な理由の判断

に当たっては、加入の自由が不当に害されること

のないように留意すること。 

具体的な正当な理由については、例えば、加入し

ようとする者側の事情として、加入しようとする

者が法第 15条第２項各号に掲げる除名事由に該当

する行為を現にしている、又は当該行為をするこ

とが客観的にみて明らかである場合や、加入しよ

うとする者が加入の申込前に外部から組合の活動

を妨害していた者である場合が考えられること。

また、組合側の事情として、組合員の数が組合の事

○ 文章の適正化 

○ 文章の適正化 
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合の事業を行うのに必要な数を大幅に超過してい

る等、加入を認めると組合の円滑な事業活動や組

織運営に支障をきたすことが予想されること等が

考えられること。 

三 組合員の除名 

組合は、組合員の除名が組合員たる資格を喪失

させる重大な効果を有するものであることに十分

留意し、組合員の除名を行うに当たっては、除名の

対象となる組合員が法第十五条第二項各号に掲げ

る組合員に該当するかを十分に確認すること。ま

た、当該組合員を除名する場合には、当該組合員に

対し、その旨を総会の日の十日前までに通知し、か

つ、総会において弁明の機会を付与した上で、法第

六十五条の規定による総会の特別の議決（総組合

員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以

上の多数による議決）を行う必要があること。 

四 労働契約の締結等 

（削除） 

 

 

 

 

 

業を行うのに必要な数を大幅に超過しているな

ど、加入を認めると組合の円滑な事業活動や組織

運営に支障をきたすことが予想される場合が考え

られること。 

３ 組合員の除名 

組合は、組合員の除名が組合員たる資格を喪失

させる重大な効果を有するものであることに十分

留意し、除名を行うに当たっては、除名の対象とな

る組合員が法第 15条第２項各号に掲げる除名事由

に該当するかを十分に確認すること。除名事由に

該当する場合には、当該組合員に対し、その旨を総

会の 10日前までに通知し、総会において弁明の機

会を付与し、法第 65条に規定する総会の特別の議

決（総組合員の半数以上が出席し、その議決権の３

分の２以上の多数による議決）において、除名の決

議を行う必要があること。 

４ 労働契約の締結等 

   法第 20 条第１項の規定により、組合は、その行

う事業に従事する組合員（組合の業務を執行し、又

は理事の職務のみを行う組合員や監事である組合

員を除く。以下４において同じ。）との間で、労働

契約を締結しなければならないこと。 

なお、組合は、組合に加入しようとする者を募集

○ 文章の適正化 

○ 文章全体のバラン

スを整えるなどの観

点で、旧項番４の本

文について、①１パ

ラ目を新項番四

（一）に追記の上、

重複する箇所を削

除、②２パラ目を新

項番四（二）として

新たに項立てしたも

の 

○ その他文章の適正

化 



7 
 

 

 

 

 

 

（一） 労働契約の締結に係る趣旨 

組合は、その事業に従事する組合員（組合の業

務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員及

び監事である組合員を除く。以下この四において

同じ。）を労働者として保護する観点から、法第

二十条第一項の規定により、組合員との間で、労

働契約を締結しなければならないこと。 

このため、組合員には、労働基準法（昭和二十

二年法律第四十九号）、最低賃金法（昭和三十四

年法律第百三十七号）、労働組合法(昭和二十四年

法律第百七十四号）等の労働関係法令が基本的に

適用されることとなるが、これらの具体的な適用

に当たっては、具体的な個々の実態に応じて、各

労働関係法令に定める労働者に該当するか否か

等が判断されるものであること。 

（二） 組合員の募集 

組合は、組合に加入しようとする者を募集する

際に、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一

する際に、職業安定法（昭和 22年法律第 141号）

第５条の３第１項の規定により、労働条件を明示

しなければならないこと。その際、組合は、組合員

との間で労働契約を締結しなければならないこと

についても明示すべきであること。 

⑴ 労働契約の締結に係る趣旨 

法第 20 条第１項の規定の趣旨は、組合員を労

働者として保護する観点から、組合員との間で組

合が労働契約を締結しなければならないものと

していること。 

 

 

このため、組合員に、労働基準法（昭和 22 年

法律第 49号）、最低賃金法（昭和 34年法律第 137

号）、労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号）等の

労働関係法令が基本的に適用されるものである

が、これらの具体的な適用に当たっては、具体的

な個々の実態に応じて、各労働関係法令に定める

労働者に該当するか否か等が判断されるもので

あること。 

（新設） 
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号）第五条の三第一項の規定により、労働条件を

明示しなければならないこと。その際、組合は、

組合員との間で労働契約を締結しなければなら

ないことについても明示すべきであること。 

（三） 組合員の脱退 

法第二十条第二項の規定により、組合員の脱退

は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了さ

せるものと解してはならないこととされている

趣旨は、労働契約を終了させる目的で恣意的に特

定の組合員を脱退させることを防ぐことにある

ことに留意すること。 

（四） 理事の職務のみを行う組合員 

理事の職務のみを行うこととして組合との間

で労働契約を締結していない理事を、理事の職務

以外の事業に従事させることは法第二十条に違

反するものであること。そのような理事を理事の

職務以外の事業に従事させる場合には、当該理事

との間で労働契約を締結することが必要である

こと。 

五 組合員の意見を反映させる方策 

組合の基本原理の一つである「その事業を行う

に当たり組合員の意見が適切に反映されること」

（法第三条第一項第二号）を担保するために、法第

 

 

 

 

⑵ 組合員の脱退 

法第 20 条第２項の規定により、組合員の脱退

は、当該組合員と組合との労働契約を終了させる

ものと解してはならないとしているが、この規定

の趣旨は、労働契約を終了させる目的で恣意的に

特定の組合員を脱退させることを防ぐことにあ

ることに留意すること。 

⑶ 理事の職務のみを行う組合員 

理事の職務のみを行うこととして組合との間

で労働契約を締結していない理事を、理事の職務

以外の事業に従事させることは法第 20 条違反で

あるから、そのような理事を理事の職務以外の事

業に従事させる場合には、当該理事との間で労働

契約を締結することが必要であること。 

 

５ 組合員の意見を反映させる方策 

組合の基本原理の一つである「事業を行うに当

たり組合員の意見が適切に反映されること」（法第

３条第１項第２号）を担保するため、法第 29条第

○ 文章の適正化 

○ 文章の適正化 
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二十九条第一項第十二号において、組合員の意見

を反映させる方策に関する規定を組合の定款の必

要的記載事項としていること。 

この具体的な方策については、各組合において、

各組合員の意見をどのように集約し、どのように

組合の事業運営に反映させるのかについて、その

状況を踏まえて定めるものであると想定されてい

ること。例えば、意見集約の方策としては、開催方

法、開催時期又は頻度、最終的な意思統一の方法等

が明らかにされている会議、意見箱等を用いた日

常的な意見集約等が考えられること。 

また、法第六十六条第一項の規定による各事業

年度における組合員の意見を反映させる方策の実

施の状況及びその結果についての通常総会への報

告は、各組合員が出した意見の事業実施への反映

状況が全ての組合員に確実に共有されるようにす

るためのものであること。 

第五 設立等に関する事項 

一 組合については、法定の要件を満たし、主たる事

務所の所在地において設立の登記をすることによ

って成立する（準則主義）が、組合の設立後に法令

で定める方法で届け出る必要があること。具体的

には、組合は、法第二十七条の規定により、設立の

１項第 12号において、組合員の意見を反映させる

方策を組合の定款の必要的記載事項としている

が、この規定は、組合員がそれぞれの意見をどのよ

うに集約し、どのように組合の事業運営に反映さ

せるのかという点について、各組合の状況を踏ま

えて定款に定めることを想定していること。 

当該方策としては、例えば、開催方法、開催時期

又は頻度及び最終的な意思統一の方法などが明ら

かにされている会議による意見の集約や意見箱

等、日常的な意見の集約の方策等が考えられるこ

と。 

また、各組合員が出した意見がどのように反映

されたかについて、全ての組合員が確実に共有で

きるようにするために、法第 66条第１項の規定に

より、各事業年度における当該方策の実施の状況

及びその結果を、通常総会への報告事項としてい

ること。 

第５ 設立等に関する事項 

法定の要件を満たせば組合の設立が可能となる準

則主義を採用しているが、組合の設立後に法令で定め

られた届出を行うことが求められていること。 

具体的には、法第 27 条の規定により、組合は、設

立の登記をして成立した日から２週間以内に、登記事

○ 文章の適正化 

○ 組合の設立手続

き（法第 26条・27

条）、役員・定款

の変更手続き（法

第 33条・63条）

及び毎年度必要な

手続き（法第 124

条）をより簡潔に

規定するため、文

章の適正化を図っ

たもの 

○ その他文章の適

正化 



10 
 

登記をして成立した日から二週間以内に、登記事

項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の

氏名及び住所をその主たる事務所の所在地を管轄

する都道府県知事（二において「都道府県知事」と

いう。）に届け出る必要があること。 

二 定款を変更したときは、法第六十三条第三項の

規定により、その変更の日から二週間以内に、変更

に係る事項を都道府県知事に届け出る必要がある

ほか、役員の氏名又は住所に変更があったときは、

法第三十三条の規定により、その変更の日から二

週間以内に都道府県知事に届け出る必要があるこ

と。 

三 法第百二十四条第一項の規定により、毎事業年

度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対

照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の

方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれら

の附属明細書を行政庁に提出する必要があるこ

と。 

第六 管理に関する事項 

一 役員の定数 

（一） 法第三十二条第二項の規定により、組合の

役員の定数については、理事は三人以上、監事は

一人以上とする必要があること。 

項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名

及び住所を都道府県知事に届け出ること。 

 

 

 

法第 63 条第３項の規定により、組合は、定款を変

更したときは、その変更の日から２週間以内に、変更

に係る事項を都道府県知事に届け出ること。 

法第 33 条の規定により、組合は、役員の氏名又は

住所に変更があったときは、その変更の日から２週間

以内に都道府県知事に届け出ること。 

 

法第 124条第１項の規定により、組合は、毎事業年

度、通常総会の終了の日から２週間以内に、貸借対照

表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法

を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属

明細書を行政庁に提出すること。 

 

第６ 管理に関する事項 

１ 役員の数 

法第 32条第２項の規定により、組合の役員の数

については、理事は３人以上、監事は１人以上とす

ること。 
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（二） 各組合における役員の定数については、定

款の必要的記載事項であり、組合自治の下、各組

合において判断するものであること。ただし、組

合の事業に全く従事しない専任理事が組合員の

半数を占める等、極端に多くの組合員を役員に

することは、当該役員が第四の四の（四）と同様

に法第二十条に違反し、労働契約を締結するこ

となく組合の事業に従事するおそれがあるた

め、総組合員数が少ない組合や組織運営の実情

等やむを得ない理由のある組合を除き、役員の

定数は総組合員数の一割を超えることがないよ

うにすることが望ましいこと。 

二 剰余金の配当 

（一） 賃金と剰余金の関係 

賃金は、労働契約に基づく労働の対価であるの

に対し、剰余金は、法第七十七条の規定により、

組合が賃金等の経費を支払い、損失を補填し、法

第七十六条第一項の準備金、同条第四項の就労創

出等積立金及び同条第五項の教育繰越金を控除

した後に、組合員が組合の事業に従事した程度に

応じて組合員に分配できるものであることから、

賃金の支払いと剰余金の配当は全く異なるもの

であることに留意すること。 

各組合における役員の定数については、定款の

必要的記載事項であり、組合自治の下、各組合にお

いて判断されるものであること。ただし、組合の事

業に全く従事しない専任が組合員の半数を占める

等、極端に多くの組合員を役員にすることは、当該

役員が第４の４⑶のように法第 20条に違反して労

働契約を締結することなく組合の事業に従事する

ことに繋がるおそれがあるため、総組合員数が少

ない組合や組織運営の実情等やむを得ない理由の

ある組合を除き、役員の数は総組合員数の１割を

超えることがないようにすることが望ましいこ

と。 

２ 剰余金の配当 

⑴ 賃金と剰余金の関係 

賃金は、労働契約に基づく労働の対価であるの

に対し、剰余金は、法第 77 条の規定により、組

合が賃金等の経費を支払い、損失を補填し、法第

76 条第１項の準備金、同条第４項の就労創出等

積立金（事業規模又は事業活動の拡大を通じた就

業機会の創出を図るため、毎事業年度の剰余金の

20 分の１以上を積み立てておくもの）及び同条

第５項の教育繰越金（組合員の組合事業に関する

知識の向上を図るため、毎事業年度の剰余金の

○ 文章をより簡素

にする観点で、就

労創出等積立金及

び教育繰越積立金

の括弧書きを削除 

○ その他文章の適

正化 

○ 文章の適正化 
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また、賃金を不当に低く抑えることで剰余金を

多くすることがないよう、第四の五の組合員の意

見を反映させる方策等を通じて、各組合におい

て、組合員が安心して生活できる水準の賃金を定

めることが望ましいこと。 

（二） 剰余金の配当に関する考え方 

剰余金の処分については、法第二十九条第一項

第八号の規定により定款に記載する事項として

組合に委ねられているが、剰余金の配当を行うこ

ととなった場合には、その配当は、法第七十七条

第二項の規定により組合員が組合の事業に従事

した程度に応じてしなければならないこと。ただ

し、その具体的な方法については、各組合におい

て組合員の意見を反映して決定されるべきもの

であるとの考えから、定款に記載する事項として

組合に委ねられていること。 

なお、剰余金の配当が公平に行われるようにす

るため、組合の事業に従事した程度の具体的な評

20 分の１以上を翌事業年度に繰り越しておくも

の）を控除した後に、組合員が組合の事業に従事

した程度に応じて組合員に分配できるものであ

ることから、賃金の支払いと剰余金の配当は全く

別のものであることに留意すること。 

賃金を不当に低く抑えることで剰余金を多く

することがないよう、組合員の意見が適切に反映

されるための方策等を通じて、各組合において、

組合員が安心して生活ができる水準の賃金が定

められることが望まれること。 

⑵ 剰余金の配当に関する考え方 

剰余金の処分は、法第 29 条第１項第８号の規

定により定款に記載する事項として組合に委ね

られており、剰余金の配当を行うこととなった場

合には、その配当は、法第 77 条第２項の規定に

より組合員が組合の事業に従事した程度に応じ

てしなければならないものの、その具体的な方法

については、各組合において組合員の意見を反映

して決定されるべきものであるとの考えから、定

款に記載する事項として組合に委ねている。剰余

金の配当が公平に行われるようにするため、組合

の事業に従事した程度の具体的な評価に当たっ

ては、組合の事業に従事した日数、時間数等が主

○ 文章の適正化 
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価に当たっては、組合の事業に従事した日数、時

間数等が主な考慮要素となるほか、業務の質や責

任の軽重等も考慮されるものであること。 

三 組合員監査会 

組合員監査会は、組合の基本原理を踏まえ、全て

の組合員が組合の活動に従事したいというニーズ

がある小規模の組合（組合員の総数が二十人を超

えない組合）において、理事や組合の使用人を兼職

することができない監事に代え、理事の活動を理

事以外の全ての組合員が監査することで、組合の

適切な運営を確保するものであること。 

なお、組合員監査会による監査がなれ合いによ

るものとなることを防止する観点から、法第五十

一条第十項の規定により、組合は、監査の結果であ

る監査報告を一定期間事務所に備え置き、組合の

債権者による閲覧等を可能とする必要があるこ

と。 

（削除） 

な考慮要素となるほか、業務の質や責任の軽重等

も考慮されるものであること。 

 

３ 組合員監査会 

組合員監査会は、組合の基本原理を踏まえ、全て

の組合員が組合の活動に従事したいというニーズ

がある小規模の組合（組合員の総数が 20人を超え

ない組合）において、理事や組合の使用人を兼職す

ることができない監事に代え、理事の活動を理事

以外の全ての組合員が監査することで、組合の適

切な運営を確保するものであること。 

なお、組合員監査会による監査がなれ合い的な

ものとなることを防止する観点からも、法第 51条

第 10項の規定により、組合は、監査の結果である

監査報告を一定期間事務所に備え置き、組合の債

権者による閲覧等を可能とすること。 

 

附則 

（適用期日） 

この告示は、法の施行の日（令和四年十月一日）から

適用する。 

 

文章の適正化 

○ 制定文で定めてい

るため削除 


